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県 本 部 各 部 課 長 宮 本 総 第 ９ ５ ５ 号
殿

県 下 各 警 察 署 長 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日

宮 城 県 警 察 本 部 長

宮城県公安委員会及び警察本部長における行政機関等匿名加工情報提供事務取

扱要綱の制定について（通達）

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づく宮城県公安委員

会及び警察本部長に対する行政機関等匿名加工情報の提供に関する提案等の事務処理

について、別添のとおり、宮城県公安委員会及び警察本部長における行政機関等匿名

加工情報提供事務取扱要綱を制定し、令和５年８月１日から運用することとしたの

で、誤りのないようにされたい。
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宮城県公安委員会及び警察本部長における行政機関等匿名加工情報提供事務取

扱要綱

第１ 趣旨

この要綱は、宮城県公安委員会及び宮城県警察本部長に対する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）、個人情報の保護に

関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。）、個人情

報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号。以下

「規則」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮城県条

例第７２号。以下「条例」という。）に基づく行政機関等匿名加工情報の提供に関

する提案（以下「提案」という。）等に係る事務取扱に関し、必要な事項を定める

ものとする。

第２ 用語の定義

１ この要綱で使用する用語は、法、政令、規則及び条例で使用する用語の例によ

る。

２ この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

⑴ 提案窓口

行政機関等匿名加工情報の提供に関する相談及び案内並びに提案の募集及び

受付を行うための窓口をいう。

⑵ 課等

宮城県警察組織規則（昭和３７年宮城県公安委員会規則第２号）第２条第５

号に規定する課等、同条第６号に規定する学校及び同規則第１５条の２第１項

に規定する庶務課をいう。

⑶ 所管課

提案に係る個人情報ファイルを保有している課等をいう。

⑷ 所管課長

所管課の長をいう。

第３ 窓口等

１ 提案窓口

⑴ 設置場所

宮城県警察情報センター（以下「警察情報センター」という。）に、提案窓

口を置く。

⑵ 開設時間

提案窓口の開設時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、総務部

総務課長（以下「総務課長」という。）が必要と認めるときは、開設時間を変

更することができる。

⑶ 休業日

提案窓口の休業日は、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例第

１０号）第１条第１項に規定する県の休日とする。ただし、総務課長が必要と
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認めるときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

２ 事務内容

⑴ 総務部総務課が行う事務

ア 行政機関等匿名加工情報の提供についての相談及び案内に関すること。

イ 提案の募集及び受付に関すること。

ウ 手数料の納付に関すること。

エ 行政機関等匿名加工情報の提供に関する事務についての連絡調整に関する

こと。

オ 行政機関等匿名加工情報の提供の実施に関すること。

カ その他行政機関等匿名加工情報の提供に関する事務の総括に関すること。

⑵ 所管課が行う事務

ア 提案の審査に関すること。

イ 提案をした者（以下「提案者」という。）への通知に関すること（手数料

の積算を含む。）。

ウ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結に関すること。

エ 行政機関等匿名加工情報の作成に関すること。

オ 行政機関等匿名加工情報の提供の実施の準備、立会い等に関すること。

第４ 相談及び案内

総務課長は、提案を行いたい旨の相談等があった場合は、その者に対し、手続等

について説明すること。この場合において、総務課長は、所管課の担当者その他適

切な者の立会い及び助言を求めることができる。

なお、再度の問合せや事後の提案に備え、応対の経緯等について必要に応じて応

接記録を作成すること。

第５ 提案の募集

総務課長は、法第１１１条及び規則第５３条第１項の規定に基づき、法第１１０

条各号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載した個人情報ファイルについて、

毎年度１回以上、募集の開始の日から３０日以上の期間を定めて、宮城県警察イン

ターネットホームページに募集要項を掲載することにより、提案の募集を行うこ

と。

第６ 提案の受付等

１ 受付時の確認事項

総務課長は、提案書（法第１１２条第２項に規定する書面をいう。以下同

じ。）受付時においては、次の事項について確認すること。

⑴ 募集期間内に行われた提案であること。

⑵ 募集の対象となる個人情報ファイルに係る提案であること。

⑶ 提案書について、規則第５４条第１項に規定する別記様式第７を用いている

こと。

⑷ 法第１１２条第２項各号及び規則第５４条第３項に規定する提案書の記載事

項に不備がないこと。

⑸ 法第１１２条第３項各号及び規則第５４条第４項に規定する提案書の添付書
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類に不備がないこと。

⑹ 代理人による提案の場合は、規則第５４条第２項に規定する当該代理人の権

限を証する書面が添付されていること。

２ 確認に当たっての留意事項

⑴ 募集の対象となる個人情報ファイルに係る提案に該当しない場合の処理

提案に係る個人情報ファイルが、募集の対象に該当しない旨を教示するな

ど、適切な情報提供に努めること。

⑵ 電話、口頭等による提案への対応

提案は、法第１１２条第２項の規定により、書面の提出によるとされている

ことから、電話、口頭等による提案は認められない旨を教示するなど、適切な

情報提供に努めること。

⑶ 訂正の求め

提案書に必要事項が記載されていない場合、必要な添付書類がそろっていな

い場合等、提案に形式的な不備がある場合は、規則第５４条第７項の規定に基

づき、受付時に訂正を求めること。ただし、提案書及び添付書類（以下「提案

書類」という。）が送付された場合その他受付時に訂正を求めることができな

い場合は、提案者又はその代理人（以下「提案者等」という。）と連絡を取

り、訂正を求めること。

３ 提案の受付

提案に形式的な不備がない場合は、受付をすること。

提案に形式的な不備がある場合には、提案者等に訂正させた上で受付をするこ

と。

４ 提案書類の所管課への送付

前記３の規定により受付をした提案書類は、所管課に送付するとともに、総務

部総務課において写しを保管すること。

第７ 提案の審査及び審査結果の通知等

１ 提案の審査

所管課長は、提案書類の送付を受けた場合は、当該提案が法第１１４条第１項

各号に規定する次に掲げる基準（以下「審査基準」という。）に適合するかどう

かの審査を行うこと。この場合において、提案書類の記載が不十分である等の理

由により、十分な審査ができないと認めるときは、規則第５４条第７項の規定に

基づき、提案者等と連絡を取り、説明又は訂正を求めること。

⑴ 欠格事由

提案者が、法第１１３条各号に規定する欠格事由に該当しないことを誓約書

等により確認すること。

なお、誓約書については、規則第５４条第６項に規定する別記様式第８を用

いることとされているので留意すること。

⑵ 行政機関等匿名加工情報の本人の数

行政機関等匿名加工情報の本人の数が、規則第５６条に規定する１，０００

人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の
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本人の数以下であることを確認すること。

なお、提案に係る個人情報ファイルを構成する本人の数は、原則として募集

期間終了時における数を確認するものとする。

⑶ 行政機関等匿名加工情報を作成するための加工方法

当該提案に係る加工方法が、規則第６２条各号に規定する基準に照らして適

切なものであることを確認すること。

なお、確認に当たっては、提案書から、個人情報ファイルに含まれる保有個

人情報の加工方法が明確に特定できることが必要であり、不明な点や曖昧な点

については、提案者等に対して説明又は訂正を求め、提案者等との間で認識に

相違が生じないように留意すること。

⑷ 行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業の目的及び内容

提案書に記載の事業が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊

かな国民生活の実現に資するものであることを確認すること。この場合におい

ては、次の点に留意すること。

ア 提案書記載の事業内容及び添付書類からみて、事業の目的及び内容が反社

会的なものであると認められる場合や興味本位の提案であると認められる場

合等、提案に係る行政機関等匿名加工情報を利用する必要性が著しく乏しい

と認められる場合は、この基準に適合しないこと。

イ 事業の直接的な目的が提案者の利益に資するものであっても、事業活動を

通じて、当該事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな

国民生活の実現に資すると認められる場合は、この基準に適合し得ること。

⑸ 行政機関等匿名加工情報の利用期間

提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用期間が、利用目的、利用方法及び

事業内容等からみて必要な期間であることを事業計画等により確認すること。

なお、利用期間は、法第１１８条第１項の規定により実質的に延長をするこ

とができる場合があるので留意すること。

⑹ 行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに安全管理の措置

提案書に記載の行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに提案に

係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情

報の適切な管理のために講ずる措置が、当該行政機関等匿名加工情報の本人の

権利利益を保護するために適切なものであることを確認すること。

なお、行政機関等匿名加工情報の提供を受けた者においては、当該行政機関

等匿名加工情報を法第２条第６項に規定する匿名加工情報として取り扱うこと

から、当該匿名加工情報について、法第４５条の規定により本人識別行為が禁

止されるほか、法第４６条の規定により安全管理のために必要かつ適切な措置

等が必要とされることに留意すること。

⑺ 行政機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさない範囲での作成の可否

規則第５８条の規定に基づき、行政機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさ

ない範囲で当該行政機関等匿名加工情報を作成することができるかどうかを確

認すること。
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なお、次のような場合は、著しい支障を及ぼすと判断することとなる。

ア 作成業務を受託する民間事業者がなく、行政機関自らが作成するとなると

事務の遂行に著しい支障が及ぶ場合

イ 記録情報の一部が紙媒体で記録及び保存されている個人情報ファイルにつ

いて、電子計算機処理されていない部分を含めて加工する必要があり、当該

電子計算機処理されていない部分を専ら加工可能な状態にする作業に要する

時間が膨大となる場合

ウ 抽出するデータ量が一定量を超えるとシステムを停止しなければならない

情報システムで管理運用している個人情報ファイルについて、相当の時間に

わたってシステムの運用を停止しなければ行政機関等匿名加工情報を作成で

きない場合

２ 手数料の額

⑴ 手数料の額の積算方法

所管課長は、審査の結果、提案が審査基準に適合すると認めるときは、条例

第５条で定める次のアからウまでに掲げる額の合計額により、手数料の額を積

算すること。

ア 基本事務に対応する額

行政機関等匿名加工情報の提供に関する事務を遂行するために必要となる

提案の審査や審査結果の通知、契約の締結、成果物たる行政機関等匿名加工

情報の提供など基本事務に対応する手数料の額（提案１件当たり２１，００

０円）

イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間に応じた額

行政機関等匿名加工情報を作成するに当たって行った、個人情報ファイル

を管理運用している情報システムからのデータ抽出方法の設計及びデータ抽

出の実行、加工のためのプログラムの設計及び加工処理の実行又は成果物の

検査等の作業に必要とされる工数（単位：人時）を見積もり、当該工数に単

価３，９５０円を乗じた額

ウ 作成委託をする場合の額

行政機関等匿名加工情報の作成に当たり、その作成を事業者に委託する場

合、当該委託先に対して支払う額。この場合において、当該委託のための文

書の起案、決裁等の委託手続をするために生じる事務に必要な時間等につい

ては、前記イの工数に含まれるものとして積算すること。

⑵ 積算に当たっての留意事項

提案者に手数料の額を通知し、手数料が納付された後は、実際の処理に要し

た工数が事前に積算した工数と相違する場合であっても差額の還付又は請求は

行わないこととするため、正確な手数料の積算を行うこと。ただし、提案者に

通知した手数料の額に形式的な誤りが判明した場合（例えば、１０，０００円

とすべきところを１００，０００円と誤記した場合等）はこの限りでない。

３ 審査結果の通知

⑴ 審査基準に適合する場合
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ア 所管課長は、審査の結果、提案が審査基準の全てに適合すると認めるとき

は、法第１１４条第２項及び規則第５９条第２項の規定に基づき、次の事項

を審査結果通知書（規則別記様式第９）により総務課長を経由して提案者に

通知すること。

(ｱ) 法第１１５条の規定により行政機関の長等との間で提案に係る行政機関

等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨

(ｲ) 納付すべき手数料の額

(ｳ) 手数料の納付方法

(ｴ) 手数料の納付期限

(ｵ) 行政機関等匿名加工情報の提供の方法

(ｶ) その他必要な事項

イ 前記アの規定による通知には、規則第５９条第１項の規定に基づき、次の

書類を同封すること。

(ｱ) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書（別記様式

第１号又は別記様式第２号。以下「申込書」という。）

(ｲ) 「財務規則の運用について（通知）」（平成２年４月２日付け出会第２

６号。以下「運用通知」という。）で定める領収済通知書（運用通知様式

第６７号の２）及び収納票（運用通知様式第６７号の３）を添付した納入

通知書（運用通知様式第６７号の１）

(ｳ) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書（別記様式第３号）２通

⑵ 審査基準に適合しない場合

所管課長は、審査の結果、提案が審査基準のいずれかに適合しないと認める

ときは、法第１１４条第３項及び規則第５９条第３項の規定に基づき、審査結

果通知書（規則別記様式第１１）により総務課長を経由して提案者に対して通

知すること。

なお、当該提案が審査基準に該当しない理由については、どの審査基準につ

いて、どのような理由から適合しないと認めると判断したかを可能な限り具体

的に記載するものとする。

第８ 手数料の納付及び契約の締結

１ 手数料の納付

⑴ 手数料の確認等

ア 総務課長は、審査基準に適合する旨の通知を受けた提案者（以下「契約

者」という。）又はその代理人（以下「契約者等」と総称する。）から送付

された納入通知書の写しに別に定める指定金融機関等の出納印が押印されて

いることをもって、手数料が納付されていることを確認すること。

イ 申込書（納入通知書の写しを含む。）及び契約書は、所管課に送付すると

ともに、総務部総務課において写しを保管すること。

⑵ 不備がある場合の措置

納入通知書の写しに指定金融機関等の出納印が押印されていない場合には、

契約者等に連絡を取り、所要の手続をした上で、納入通知書の写しの再提出を
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求めること。

２ 契約の締結

所管課長は、申込書及び契約書を受け取った場合、契約書２通に記名押印し、

うち１通を総務課長を経由して契約者等に送付するとともに、残りの１通を申込

書とともに保管すること。

第９ 行政機関等匿名加工情報の作成及び行政機関等匿名加工情報等の安全確保の措

置等

１ 行政機関等匿名加工情報の作成

⑴ 行政機関等匿名加工情報の作成

所管課長は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結後、契約書

に記載された行政機関等匿名加工情報の内容、仕様等に基づき、行政機関等匿

名加工情報を作成すること。この場合において、作成等に当たり不明な点等が

生じた場合は、契約者等に確認する等、適切に対応すること。

また、行政機関等匿名加工情報の作成に当たっては、特定の個人を識別でき

ないように、かつ、その作成に用いる個人情報を復元できないようにするため

に、規則第６２条各号に規定する基準に従って個人情報を加工するとともに、

作成した行政機関等匿名加工情報については、契約者等に提供する前に、適正

に加工されていることを確認すること。

⑵ 作成を委託する場合の留意事項

ア 委託先との契約

行政機関等匿名加工情報の作成を事業者に委託する場合、手数料の積算を

適切に行うため、契約者に審査結果を通知する前に委託先に対して委託料の

見積額を算定させ、これを精査する必要があるが、審査結果通知の段階にお

いては、契約の締結が確定的でないことから、委託先との間において契約者

との利用契約の締結を停止条件とする委託契約を締結しておく必要がある。

このため、委託先の選定に当たっては、条件付の契約となることを十分周

知し、当該委託契約が契約者との利用契約締結を停止条件として発効する旨

を委託契約書で明らかにしておく必要があることに留意すること。

イ 安全確保の措置

行政機関等匿名加工情報の作成を委託する場合の事務処理は、保有個人情

報の取扱いに係る業務を委託する場合の事務処理に準じて取り扱うものと

し、別に定める個人情報取扱事務の委託基準（以下「委託基準」という。）

のうち個人情報取扱特記事項を守らなければならない旨を委託契約書に記載

するなど、適切な措置を講ずるものとする。

２ 行政機関等匿名加工情報等の安全確保の措置等

⑴ 安全確保の措置

作成した行政機関等匿名加工情報、作成に用いた保有個人情報から削除した

記述等及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報については、法第１２

１条第２項及び第３項の規定に基づき、委託基準のほか、宮城県公安委員会

等における個人情報等の管理に関する訓令（令和５年宮城県警察本部訓令第
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８号）等の定めに従い、適切に取り扱うこと。

⑵ 従事者の義務

行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員は、法第１２２条の規

定により、業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないので留意すること。

第１０ 行政機関等匿名加工情報の提供及び提供後の監督

１ 行政機関等匿名加工情報の提供

所管課長は、行政機関等匿名加工情報を作成した場合、提案書に記載の方法

に従って、総務課長を経由して速やかに契約者等に提供すること。この場合に

おいて、総務課長は、提供時に所管課の担当者その他適切な者の立会い及び契

約者等への説明を求めることができる。

２ 提供後の監督

⑴ 提案内容の変更

所管課長は、行政機関等匿名加工情報の提供後に、契約者等から提案書の

記載事項等について、変更が生じた旨の連絡を受けた場合、次のとおり対応

すること。

ア 事業の変更とまで言えないもの

人事異動等により行政機関等匿名加工情報の取扱いに従事する者等に変

更が生じた場合等、事業の変更とまで言えない軽微な変更については、直

ちに記載事項変更申出書（別記様式第４号）を届け出るよう教示するこ

と。

イ 事業の変更に当たるもの

利用期間の延長、利用目的の追加又は変更等、事業内容の変更に当たる

ものについては、法第１１８条第１項後段の規定に基づき、事業の変更に

係る提案を行わせること。

⑵ 契約の解除

所管課長は、契約を締結した者が次のいずれかの事由に該当するとき又は

当該契約で定める解除事由に該当するときは、契約を解除することができ

る。

ア 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

イ 法第１１３条各号に規定する欠格事由に該当することとなったとき。

ウ 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

第１１ 作成された行政機関等匿名加工情報に係る提案等

提案者以外の者が作成された行政機関等匿名加工情報の提供を希望し、又は既

に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた者が提案書に記載した事業の変更を希

望する場合（例えば、提案書に記載した行政機関等匿名加工情報の利用の目的を

変更したい場合や、利用期間を延長したい場合）において、法第１１８条第１項

の規定に基づく提案が行われたときの手続については、前記第６から第１０まで

の規定（第７－１－⑵及び⑶に規定する事項を除く。）を準用する。

なお、提案者以外の者が作成された行政機関等匿名加工情報の提供に係る契約
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を締結する場合に納付すべき提案１件当たりの手数料の額は、提案者の手数料と

同一の額とし、既に行政機関等匿名加工情報の提供を受けた者が事業の変更に係

る契約を締結する場合に納付すべき提案１件当たりの手数料の額は、１２，６０

０円とする。この場合において、提案書については規則の別記様式第１２を、審

査基準に適合する場合の審査結果通知書については規則の別記様式第１３を、審

査基準に適合しない場合の審査結果通知書については規則の別記様式第１４をそ

れぞれ用いることとなるので留意すること。

また、契約書については、別記様式第５号により作成すること。

第１２ その他

１ 総務課長は、この要綱に定める手続によることが困難な場合には、別の取扱

いをすることができる。

２ 提案の事務処理等に当たっては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の

保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）（令和４年個人情

報保護委員会告示第１号）に定めるところによるものとする。



- 10 -

別記様式第１号

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

年 月 日

宮城県公安委員会 殿

住所又は居所

（ふりがな）

氏 名

電 話 番 号

年 月 日付け第 号の「審査結果通知書」を受領しましたの

で、個人情報の保護に関する法律第１１５条（第１１８条第２項において準用する同

法１１５条）の規定により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結を申

し込みます。

記載要領

１ 不要な文字は、二重線で消すこと。

２ 住所又は居所は、法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事務所の所在

地を記載すること。

３ 氏名は、法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。

４ 電話番号は、担当部署等がある場合は、当該担当部署名及び担当者の氏名を記

載すること。

５ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料は、審査結果通知書により通知

した事項に従って納付すること。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別記様式第２号

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書

年 月 日

宮城県警察本部長 殿

住所又は居所

（ふりがな）

氏 名

電 話 番 号

年 月 日付け第 号の「審査結果通知書」を受領しましたの

で、個人情報の保護に関する法律第１１５条（第１１８条第２項において準用する同

法１１５条）の規定により、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結を申

し込みます。

記載要領

１ 不要な文字は、二重線で消すこと。

２ 住所又は居所は、法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事務所の所在

地を記載すること。

３ 氏名は、法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。

４ 電話番号は、担当部署等がある場合は、当該担当部署名及び担当者の氏名を記

載すること。

５ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する手数料は、審査結果通知書により通知

した事項に従って納付すること。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別記様式第３号

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書

一 行政機関等匿名加工情報の作成に用いる個人情報ファイルの名称

二 作成する行政機関等匿名加工情報の名称

三 手数料の額

円

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第

１１５条の規定に基づき、上記に掲げる行政機関等匿名加工情報を提供する（宮城県

公安委員会又は宮城県警察本部長）（発注者）と（行政機関等匿名加工情報を事業に

利用しようとする者の名称）（受注者）とは、行政機関等匿名加工情報の利用に関し

て、次のとおり合意し、当該利用に関する契約（以下「本契約」という。）を締結す

る。

本契約締結の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自

一通を保有する。

年 月 日

（発注者） 住 所

名 称

代表者氏名

（受注者） 住 所

氏名（名称）

代表者氏名
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（定義）

第１条 本契約中に用いられる用語は、特段の定めがない限り、次の定義によるもの

とする。

一 「本行政機関等匿名加工情報」とは、本契約に基づいて発注者が作成し、受注

者がその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報であって、別紙１【行政機関

等匿名加工情報の詳細】にその詳細を定めるものをいう。

二 「本利用条件」とは、本行政機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法その他

利用条件として別紙２に定めるものをいう。

（契約期間）

第２条 本契約の契約期間は、契約締結の日から第５条第１項に規定する本行政機関

等匿名加工情報の利用期間の終了日までとする。

（本行政機関等匿名加工情報の作成及び提供）

第３条 発注者は、別紙１に定める仕様による本行政機関等匿名加工情報を作成する

ものとする。

２ 発注者は、本行政機関等匿名加工情報の作成を完了したときは、別紙１【行政機

関等匿名加工情報の提供方法】に定める方法により、受注者に対して本行政機関等

匿名加工情報を提供するものとする。

３ 前項の規定により、受注者が発注者から本行政機関等匿名加工情報を受領したと

きは、発注者から別紙１【行政機関等匿名加工情報の詳細】に関する説明を受け、

これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもってこれに代える

ことができるものとする。

（欠陥及び障害等）

第４条 受注者は、本行政機関等匿名加工情報を受領した後、直ちにその物理的欠陥

又は障害その他の問題等の有無について検査をし、当該検査の結果、読み取りエラ

ー等の物理的欠陥又は障害その他の問題等を発見したときは、直ちに発注者に対し

てその旨を報告しなければならない。

２ 受注者は、本行政機関等匿名加工情報に問題を発見し、発注者に対して前項の規

定による報告をしたときは、本行政機関等匿名加工情報を受領した日から起算して

１４日以内に、発注者に対し、理由を明示して本行政機関等匿名加工情報の交換を

求めることができる。

３ 発注者は、前項の規定による求めに合理的な理由があると認めるときは、これに

応じなければならない。

４ 前項の規定により発注者が応じた場合、発注者は、この間に発生した損害の責を

負わないものとする。ただし、発注者に故意又は重大な過失がある場合はこの限り

ではない。

（利用期間）
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第５条 発注者は、受注者に対し、●年●月●日から〇年〇月〇日までの間、本行政

機関等匿名加工情報を本利用条件の範囲内で利用することを許諾するものとする。

２ 受注者は、本利用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件以外の利

用目的、利用方法その他利用条件で本行政機関等匿名加工情報の加工、編集、第三

者への提供その他の利用をしてはならない。

３ 発注者と受注者は、次の事項を相互に確認する。

一 本行政機関等匿名加工情報に関する原著作権は、発注者に帰属すること。

二 本契約において明示したものを除き、本契約の締結によって発注者が受注者に

対して本行政機関等匿名加工情報に関する原著作権を譲渡、移転及び利用許諾す

るものではないこと。

（受領者の義務）

第６条 受注者は、第３条第２項の規定により本行政機関等匿名加工情報を受領した

ときは、発注者から、本行政機関等匿名加工情報が、法第２条第６項に規定する匿

名加工情報に含まれ、匿名加工情報取扱事業者に係る規律を受ける旨の説明を受

け、これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもってこれに代

えることができるものとする。

２ 受注者は、本行政機関等匿名加工情報を他の情報と明確に区別し、善良な管理者

の注意をもって取り扱うとともに、法その他関連法令並びに個人情報の保護に関す

る法律についてのガイドライン（通則編）（平成２８年個人情報保護委員会告示第

６号）及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・

匿名加工情報編）（平成２８年個人情報保護委員会告示第９号）に従い、適切な安

全管理の措置を講じなければならない。

３ 受注者は、本行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、本人を識別する

ために本行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

４ 受注者は、本行政機関等匿名加工情報の漏えいその他の安全管理に支障を及ぼす

おそれがあるときは、直ちに発注者にその旨を報告し、是正のために必要な措置を

講じなければならない。

５ 受注者は、法第１１３条に規定する欠格事由に該当することとなったときは、直

ちに発注者にその旨を報告しなければならない。

（秘密保持）

第７条 発注者及び受注者は、本契約に基づいて相手方から秘密として開示されたも

の（以下本条において「秘密情報」という。）を善良なる管理者の注意をもって管

理し、事前に相手方の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。

２ 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。

一 開示された時点で、既に公知となっている情報

二 開示された後、情報を開示された者（以下「受領当事者」という。）の責めに

よらず公知となった情報

三 開示された時点で、既に受領当事者が保有していた情報
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四 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得

した情報

３ 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならず、本契約

のため必要な限度を超えて秘密情報を複製してはならない。

４ 受注者は、本契約のために必要な場合に限り、秘密情報を再委託先に開示するこ

とができる。その場合、受注者は、受注者が遵守すべき義務と同一の義務を再委託

先に課さなければならない。この場合において、受注者は、再委託先に対する監督

を行わなければならない。

（契約終了後の措置等）

第８条 受注者は、本契約が終了した日以後は、本行政機関等匿名加工情報を利用し

てはならない。

２ 受注者は、本契約が終了したときは、直ちに、本行政機関等匿名加工情報を発注

者に返却しなければならない。

３ 受注者は、前項の規定に従って発注者に返却する際、受注者が保有及び管理する

記録媒体に保存した本行政機関等匿名加工情報を削除し、かつ削除した情報を読み

取ることができないように処理しなければならない。ただし、法令上の義務に基づ

いて保存が義務付けられている場合はこの限りでない。

４ 発注者は、受注者に対し、前項の規定に従って本行政機関等匿名加工情報が全て

削除処理されたことを証する書面の提出を求めることができる。

５ 受注者は、本契約が終了した後も、本行政機関等匿名加工情報を利用して作成し

た二次加工物や統計情報又は本行政機関等匿名加工情報の分析結果について、本利

用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件の範囲内で利用することが

できる。

（発注者による契約解除）

第９条 発注者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生したときは、本契約を解

除することができる。

一 受注者に本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った催告後もその

行為が是正されないとき。

二 受注者が本契約の締結に当たって、発注者に対して虚偽の書面及び書類を提出

したことが判明したとき。

三 受注者が法第１１３条（個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個

人情報保護委員会規則第３号）における法の委任規定を含む。）に掲げる欠格事

由に該当することとなったとき。

四 受注者に重大な契約違反行為があったとき。

２ 前項に規定する場合において、受注者が発注者に対して納付した本行政機関等匿

名加工情報に関する手数料は返還しない。

（属性要件に基づく契約解除）
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第１０条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの

催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 法人等（個人、法人その他の団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合は

その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事

務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他業務執行の

意思決定に影響を及ぼす者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。

（行為要件に基づく契約解除）

第１１条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行

為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為

二 法的な責任を超えた不当な要求行為

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

五 その他前各号に準ずる行為

（損害賠償）

第１２条 発注者は、前二条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注

者に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しないものとする。

２ 受注者は、発注者が前二条の規定により本契約を解除した場合において、発注者

に損害が生じたときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。

（不当介入に関する通報・報告）

第１３条 受注者は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力か

ら不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合

は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するととも

に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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（権利義務の譲渡の禁止）

第１４条 受注者は、発注者の書面による事前の承諾がなければ、本契約の契約上の

地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部

を第三者に対して譲渡し、承継させ、若しくは担保に供することができない。

（免責）

第１５条 発注者は、受注者が本行政機関等匿名加工情報の利用により受けた不利益

又は損失について、受注者に対し責任を負わないものとする。

２ 発注者は、受注者による本行政機関等匿名加工情報の利用により、第三者との間

で権利侵害等の問題が発生した場合、受注者に対して一切の責任を負わないものと

する。

（準拠法）

第１６条 本契約の解釈及び適用に当たっては日本法が適用される。

（合意管轄裁判所）

第１７条 この契約について裁判上の紛争が生じた場合は、発注者の本庁舎所在地を

管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。

（協議）

第１８条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に疑義が生じた場合は、本契約

の趣旨に従い、双方誠意をもって協議し、決定する。

（存続条項）

第１９条 本契約が終了した後も、第６条から第８条まで、第１２条、第１３条及び

第１５条から第１８条までについては有効に存続するものとする。



- 18 -

（別紙１）

１ 行政機関等匿名加工情報の詳細

⑴ 作成に用いる個人情報ファイルの名称

⑵ 行政機関等匿名加工情報の名称

⑶ 行政機関等匿名加工情報に含まれる本人の数（データ量）

⑷ 行政機関等匿名加工情報に含まれる記録項目及び各記録項目の内容（下表のと

おり。）

記録項目 情報の内容

２ 行政機関等匿名加工情報の提供方法
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（別紙２）

行政機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法その他利用条件

・ 提供された行政機関等匿名加工情報について、個人・団体等を特定しようとす

る試みは行わないこと。

・ 提供された行政機関等匿名加工情報を提案書に記載した目的以外に利用しない

こと。また、第三者に提供しないこと。

・ 提供された行政機関等匿名加工情報は、他に漏れないよう厳重に管理するこ

と。

・ 不適切利用を行った場合、行政機関等が措置する提供禁止措置に合意するこ

と。

・ その他、行政機関等匿名加工情報の取扱いに関し発注者の指示に従うこと。
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別記様式第４号

年 月 日

記載事項変更申出書

（宮城県公安委員会又は宮城県警察本部長） 殿

郵 便 番 号

（ふりがな）

住所又は居所

（ふりがな）

氏 名

電 話 番 号

年 月 日付け「行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業

に関する提案書」又は「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事

業に関する提案書」について、記載事項に変更があったので、次のとおり申し出ま

す。

１ 変更内容

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 備 考

２ 変更事項に係る添付書類名

記載要領

１ 氏名の変更の場合、氏名にふりがなを付すこと。法人その他の団体にあって

は、名称及び代表者の氏名を記載すること。

２ 電話番号は、担当部署等がある場合は、当該担当部署名及び担当者を記載す

ること。

３ 行政機関等匿名加工情報の取扱いに従事する者（以下「取扱従事者」とい

う。）に変更が生じた場合、当該取扱従事者の氏名、所属部署、連絡先等を

「備考」の欄に記載すること。

４ 取扱従事者でなくなった者が個別に取り扱っていた行政機関等匿名加工情報

に関する安全管理の具体的な措置内容を「備考」の欄に記載すること。

５ 上記１の「変更内容」に記載する場合に煩雑となるときは、別紙とするこ

と。

６ 上記２の「変更に係る添付書類名」に列記した書類を添付すること。

７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別記様式第５号

作成された行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書

一 作成された行政機関等匿名加工情報に係る個人情報ファイルの名称

二 利用する行政機関等匿名加工情報の名称

三 手数料の額

円

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第

１１８条の規定に基づき、上記に掲げる行政機関等匿名加工情報を提供する者（宮城

県公安委員会又は宮城県警察本部長）（発注者）と（作成された行政機関等匿名加工

情報を事業に利用する者の名称）（受注者）とは、法第１１７条の規定により個人情

報ファイル簿に記載された行政機関等匿名加工情報（以下「作成済行政機関等匿名加

工情報」という。）の利用に関して、次のとおり合意し、当該利用に関する契約（以

下「本契約」という。）を締結する。

本契約締結の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自

一通を保有する。

年 月 日

（発注者） 住 所

名 称

代表者氏名

（受注者） 住 所

氏名（名称）

代表者氏名
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（定義）

第１条 本契約中に用いられる用語は、特段の定めがない限り、次の定義によるもの

とする。

一 「本作成済行政機関等匿名加工情報」とは、法第１１７条の規定により個人情

報ファイル簿に記載された作成済行政機関等匿名加工情報を受注者がその事業の

用に供するものであって、別紙１【作成済行政機関等匿名加工情報の詳細】にそ

の詳細を定めるものをいう。

二 「本利用条件」とは、本作成済行政機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法

その他利用条件として別紙２に定めるものをいう。

（契約期間）

第２条 本契約の契約期間は、契約締結の日から第５条第１項に規定する本作成済行

政機関等匿名加工情報の利用期間の終了日までとする。

（行政機関等匿名加工情報の提供）

第３条 発注者は、別紙１に定める本作成済行政機関等匿名加工情報を、別紙１【作

成済行政機関等匿名加工情報の提供方法】に定める方法により、受注者に提供する

ものとする。

２ 前項の規定により、受注者が発注者から本作成済行政機関等匿名加工情報を受領

したときは、発注者から別紙１【作成済行政機関等匿名加工情報の詳細】に関する

説明を受け、これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもって

これに代えることができるものとする。

（欠陥及び障害等）

第４条 受注者は、本作成済行政機関等匿名加工情報を受領した後、直ちにその物理

的欠陥又は障害その他の問題等の有無について検査をし、検査の結果、読み取りエ

ラー等の物理的欠陥又は障害その他の問題を発見したときは、直ちに発注者にその

旨を報告しなければならない。

２ 受注者は、本作成済行政機関等匿名加工情報に問題を発見し、発注者に対して前

項の規定による報告をしたときは、本作成済行政機関等匿名加工情報を受領した日

から起算して１４日以内に、発注者に対し、理由を明示して本作成済行政機関等匿

名加工情報の交換を求めることができる。

３ 発注者は、前項の規定による求めに合理的な理由があると認めるときは、これに

応じなければならない。

４ 前項の規定により発注者が応じた場合、発注者は、この間に発生した損害の責を

負わないものとする。ただし、発注者に故意又は重大な過失がある場合はこの限り

ではない。

（利用期間）

第５条 発注者は、受注者に対し、●年●月●日から○年○月○日までの間、本作成
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済行政機関等匿名加工情報を本利用条件の範囲内で利用することを許諾するものと

する。

２ 受注者は、本利用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件以外の利

用目的、利用方法その他利用条件で本作成済行政機関等匿名加工情報の加工、編

集、第三者への提供その他の利用をしてはならない。

３ 発注者と受注者は、次の事項を相互に確認する。

一 本作成済行政機関等匿名加工情報に関する原著作権は、発注者に帰属するこ

と。

二 本契約において明示したものを除き、本契約の締結によって発注者が受注者に

対して本作成済行政機関等匿名加工情報に関する原著作権を譲渡、移転及び利用

許諾するものではないこと。

（受領者の義務）

第６条 受注者は、第３条第１項の規定により本作成済行政機関等匿名加工情報を受

領したときは、発注者から、本作成済行政機関等匿名加工情報が、法第２条第６項

に規定する匿名加工情報に含まれ、匿名加工情報取扱事業者に係る規律を受ける旨

の説明を受け、これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもっ

てこれに代えることができるものとする。

２ 受注者は、本作成済行政機関等匿名加工情報を他の情報と明確に区別し、善良な

管理者の注意をもって取り扱うとともに、法その他関連法令並びに個人情報の保護

に関する法律についてのガイドライン（通則編）（平成２８年個人情報保護委員会

告示第６号）及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工

情報・匿名加工情報編）（平成２８年個人情報保護委員会告示第９号）に従い、適

切な安全管理の措置を講じなければならない。

３ 受注者は、本作成済行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、本人を識

別するために本作成済行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

４ 受注者は、本作成済行政機関等匿名加工情報の漏えいその他の安全管理に支障を

及ぼすおそれがあるときは、直ちに発注者にその旨を報告し、是正のために必要な

措置を講じなければならない。

５ 受注者は、法第１１３条に規定する欠格事由に該当することとなったときは、直

ちに発注者にその旨を報告しなければならない。

（秘密保持）

第７条 発注者及び受注者は、本契約に基づいて相手方から秘密として開示されたも

の（以下本条において「秘密情報」という。）を善良なる管理者の注意をもって管

理し、事前に相手方の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。

２ 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。

一 開示された時点で、既に公知となっている情報

二 開示された後、情報を開示された者（以下「受領当事者」という。）の責めに

よらず公知となった情報
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三 開示された時点で、既に受領当事者が保有していた情報

四 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得

した情報

３ 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならず、本契約

のため必要な限度を超えて秘密情報を複製してはならない。

４ 受注者は、本契約のために必要な場合に限り、秘密情報を再委託先に開示するこ

とができる。その場合、受注者は、受注者が遵守すべき義務と同一の義務を再委託

先に課さなければならない。この場合において、受注者は、再委託先に対する監督

を行わなければならない。

（契約終了後の措置等）

第８条 受注者は、本契約が終了した日以後は、本作成済行政機関等匿名加工情報を

利用してはならない。

２ 受注者は、本契約が終了したときは、直ちに、本作成済行政機関等匿名加工情報

を発注者に返却しなければならない。

３ 受注者は、前項の規定に従って発注者に返却する際、受注者が保有及び管理する

記録媒体に保存した本作成済行政機関等匿名加工情報を削除し、かつ削除した情報

を読み取ることができないように処理しなければならない。ただし、法令上の義務

に基づいて保存が義務づけられている場合はこの限りでない。

４ 発注者は、受注者に対し、前項の規定に従って本作成済行政機関等匿名加工情報

が全て削除処理されたことを証する書面の提出を求めることができる。

５ 受注者は、本契約が終了した後も、本作成済行政機関等匿名加工情報を利用して

作成した二次加工物や統計情報又は本作成済行政機関等匿名加工情報の分析結果に

ついて、本利用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件の範囲内で利

用することができる。

（発注者による契約解除）

第９条 発注者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生したときは、本契約を解

除することができる。

一 受注者に本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った催告後もその

行為が是正されないとき。

二 受注者が本契約の締結に当たって、発注者に対し虚偽の書面及び書類を提出し

たことが判明したとき。

三 受注者が法第１１３条（個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個

人情報保護委員会規則第３号）における法の委任規定を含む。）に掲げる欠格事

由に該当することとなったとき。

四 受注者に重大な契約違反行為があったとき。

２ 前項に規定する場合において、受注者が発注者に対して納付した本作成済行政機

関等匿名加工情報に関する手数料は返還しない。
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（属性要件に基づく契約解除）

第１０条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの

催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所

をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他業務執行の意思

決定に影響を及ぼす者をいう。）が、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき。

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき。

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。

（行為要件に基づく契約解除）

第１１条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行

為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為

二 法的な責任を超えた不当な要求行為

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

五 その他前各号に準ずる行為

（損害賠償）

第１２条 発注者は、前二条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注

者に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しないものとする。

２ 受注者は、発注者が前二条の規定により本契約を解除した場合において、発注者

に損害が生じたときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。

（不当介入に関する通報・報告）

第１３条 受注者は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力か

ら不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合

は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するととも

に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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（権利義務の譲渡の禁止）

第１４条 受注者は、発注者の書面による事前の承諾がなければ、本契約の契約上の

地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部

を第三者に対して譲渡し、承継させ、若しくは担保に供することができない。

（免責）

第１５条 発注者は、受注者が本作成済行政機関等匿名加工情報の利用により受けた

不利益又は損失について、受注者に対し責任を負わないものとする。

２ 発注者は、受注者による本作成済行政機関等匿名加工情報の利用により、第三者

との間で権利侵害等の問題が発生した場合、受注者に対して一切の責任を負わない

ものとする。

（準拠法）

第１６条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

（合意管轄裁判所）

第１７条 この契約について裁判上の紛争が生じた場合は、発注者の本庁舎所在地を

管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。

（協議）

第１８条 この契約に定めのない事項及びこの契約条項に疑義が生じた場合は、双方

誠意をもって協議し、決定する。

（存続条項）

第１９条 本契約が終了した後も、第６条から第８条まで、第１２条、第１３条及び

第１５条から第１８条までについては有効に存続するものとする。
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（別紙１）

１ 作成済行政機関等匿名加工情報の詳細

⑴ 作成に用いた個人情報ファイルの名称

⑵ 作成済行政機関等匿名加工情報の名称

⑶ 作成済行政機関等匿名加工情報に含まれる本人の数（データ量）

⑷ 作成済行政機関等匿名加工情報に含まれる記録項目及び各記録項目の内容（下

表のとおり。）

記録項目 情報の内容

２ 作成済行政機関等匿名加工情報の提供方法
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（別紙２）

作成済行政機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法その他利用条件

・ 提供された作成済行政機関等匿名加工情報について、個人・団体等を特定しよ

うとする試みは行わないこと。

・ 提供された作成済行政機関等匿名加工情報を提案書に記載した目的以外に利用

しないこと。また、第三者に提供しないこと。

・ 提供された作成済行政機関等匿名加工情報は、他に漏れないよう厳重に管理す

ること。

・ 不適切利用を行った場合、行政機関等が措置する提供禁止措置に合意するこ

と。

・ その他、作成済行政機関等匿名加工情報の取扱いに関し発注者の指示に従うこ

と。


